
入　札　結　果　調　書

１． 委 託 の 名 称 令和7年度公共下水道工事に伴う家屋事前調査（1）

２． 委 託 場 所 松原市岡6・7丁目、北新町6丁目、一津屋4・5丁目地内

３． 委 託 期 間 契約締結日　～　令和7年8月29日

４． 委 託 内 容 家屋事前調査

５． 入 札 方 法 指名競争入札

６． 指 名 理 由

令和6・7・8年度競争入札参加有資格者名簿から、松原市建設工事等
入札参加者選定基準に基づき、測量・建設コンサルタント等の登録業
者のうち、補償コンサルタントの事業損失の登録があること。本市にお
ける家屋事前調査において、過去10年以内に元請けとしての業務完了
済実績を基に指名したもの。

７． 入 札 執 行 日 令和7年5月23日

８． 入 札 状 況

（税抜　単位：円）

業者名  入札金額 備　考

㈲大田建築事務所 5,900,000
㈱KEISIN 3,180,000
ケーエス技建㈱ 2,500,000
㈱ケンセイ 2,300,000 落札
㈱産業工学研究所 6,370,000
㈱中央クリエイト 2,997,000
㈱都市調査設計 6,376,000
花田工業㈱ - 事前辞退
㈱浜名技術コンサルタント 2,997,000
㈱ムロガ 6,150,000

９． 落 札 業 者 ㈱ケンセイ

10． 落 札 価 格 2,300,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）

12． 契約金額(予定) 2,530,000 円　（うち消費税及び地方消費税の額 230,000 円）

11． 予 定 価 格 6,377,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）



入　札　結　果　調　書

１． 委 託 の 名 称 令和7年度公共下水道工事に伴う家屋事前調査（2）

２． 委 託 場 所 松原市高見の里3・4丁目、小川4丁目地内

３． 委 託 期 間 契約締結日　～　令和7年8月29日

４． 委 託 内 容 家屋事前調査

５． 入 札 方 法 指名競争入札

６． 指 名 理 由

令和6・7・8年度競争入札参加有資格者名簿から、松原市建設工事等
入札参加者選定基準に基づき、測量・建設コンサルタント等の登録業
者のうち、補償コンサルタントの事業損失の登録があること。本市にお
ける家屋事前調査において、過去10年以内に元請けとしての業務完了
済実績を基に指名したもの。

７． 入 札 執 行 日 令和7年5月23日

８． 入 札 状 況

（税抜　単位：円）

業者名  入札金額 備　考

㈲大田建築事務所 5,500,000
㈱KEISIN 2,900,000
ケーエス技建㈱ 2,300,000 落札
㈱ケンセイ 3,000,000
㈱産業工学研究所 5,900,000
㈱中央クリエイト 2,345,000
㈱都市調査設計 5,998,000
花田工業㈱ - 事前辞退
㈱浜名技術コンサルタント 2,819,000
㈱ムロガ 5,500,000

９． 落 札 業 者 ケーエス技建㈱

10． 落 札 価 格 2,300,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）

12． 契約金額(予定) 2,530,000 円　（うち消費税及び地方消費税の額 230,000 円）

11． 予 定 価 格 5,999,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）



入　札　結　果　調　書

１． 委 託 の 名 称 令和7年度公共下水道工事に伴う家屋事前調査（3）

２． 委 託 場 所 松原市阿保7丁目地内

３． 委 託 期 間 契約締結日　～　令和7年8月29日

４． 委 託 内 容 家屋事前調査

５． 入 札 方 法 指名競争入札

６． 指 名 理 由

令和6・7・8年度競争入札参加有資格者名簿から、松原市建設工事等
入札参加者選定基準に基づき、測量・建設コンサルタント等の登録業
者のうち、補償コンサルタントの事業損失の登録があること。本市にお
ける家屋事前調査において、過去10年以内に元請けとしての業務完了
済実績を基に指名したもの。

７． 入 札 執 行 日 令和7年5月23日

８． 入 札 状 況

（税抜　単位：円）

業者名  入札金額 備　考

㈱KEISIN 833,000
ケーエス技建㈱ 660,000 落札
㈱ケンセイ 800,000
㈱都市調査設計 1,474,000
花田工業㈱ 1,253,000
㈱ムロガ 1,300,000

９． 落 札 業 者 ケーエス技建㈱

10． 落 札 価 格 660,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）

12． 契約金額(予定) 726,000 円　（うち消費税及び地方消費税の額 66,000 円）

11． 予 定 価 格 1,475,000 円　（消費税及び地方消費税相当額を除く）


